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払百冊 説

一
　
は
じ
め
に
ー
ド
イ
ッ
刑
法
典
各
界
改
正
と
問
題
の
所
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
①
ド
イ
ツ
刑
法
典
は
、
一
九
九
八
年
四
月
一
日
発
効
の
い
わ
ゆ
る
第
六
次
刑
法
改
正
法
律
に
よ
っ
て
、
一
八
七
一
年
刑
法
典
以
来
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
こ

最
も
包
括
的
な
刑
法
曲
ハ
各
則
改
正
の
一
つ
を
経
験
し
た
。

　
②
ド
イ
ツ
刑
法
典
は
日
本
刑
法
典
と
異
な
り
、
「
窃
盗
及
び
横
領
（
望
Φ
σ
ω
蜜
三
賀
α
C
葺
9
ω
9
一
四
ひ
q
⊆
轟
）
」
を
第
一
九
章
と
し
て
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

一
章
に
規
定
し
て
い
る
が
、
「
横
領
」
の
旧
二
四
六
条
一
項
は
、
日
本
刑
法
曲
ハ
ニ
五
二
条
一
項
（
単
純
横
領
）
と
二
五
三
条
（
業
務
上
横

領
）
の
規
定
表
現
と
外
見
上
似
通
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
ド
イ
ツ
刑
法
典
旧
二
四
六
条
横
領
。
ω
　
占
有
若
し
く
は
保
管
に
置
い
て
い
る
（
急
Φ
①
ユ
蓋
し
U
①
ω
一
9
0
血
9
0
①
≦
p
。
言
上
ヨ
ゴ
讐
層
）
他
人
の
動
産
を
、

　
違
法
に
自
己
領
得
す
る
（
ω
8
ゴ
同
Φ
。
耳
ω
惹
費
碍
N
仁
似
ひ
q
器
辞
）
者
は
、
三
年
以
下
の
自
由
刑
又
は
罰
金
刑
に
処
し
、
そ
の
動
産
が
委
託
さ
れ
て
い
た

　
（
餌
⇒
＜
Φ
同
け
「
餌
O
け
一
ω
け
）
場
合
、
五
年
以
下
の
自
由
刑
又
は
罰
金
刑
に
処
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
と
こ
ろ
が
、
第
六
次
刑
法
改
正
法
律
に
よ
っ
て
、
旧
二
四
六
条
一
項
は
次
の
よ
う
に
改
正
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
ド
イ
ツ
刑
法
典
新
二
四
六
条
横
領
。
ω
　
他
人
の
動
産
を
自
己
若
し
く
は
第
三
者
に
違
法
に
領
得
す
る
（
ω
圃
筈
。
匹
頸
Φ
ヨ
①
∋
O
葺
8
口
お
。
耳
ω
註
費
楓

　
N
二
①
置
⇒
Φ
け
）
者
は
、
そ
の
行
為
が
他
の
規
定
中
で
も
っ
と
重
い
刑
を
予
告
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
三
年
以
下
の
自
由
刑
又
は
罰
金
刑
に
処
す
る
。

　
　
②
　
一
項
の
諸
事
例
に
お
い
て
、
そ
の
物
が
そ
の
行
為
者
に
委
託
さ
れ
て
い
た
場
合
、
そ
の
刑
は
五
年
以
下
の
自
由
刑
又
は
罰
金
刑
と
な
る
。

こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
典
新
二
四
六
条
一
項
に
お
い
て
、
「
占
有
若
し
く
は
保
管
に
置
い
て
い
る
」
と
い
う
文
言
が
削
除
さ

れ
た
こ
と
を
看
取
し
う
る
の
で
あ
る
。
本
条
項
は
、
恐
ら
く
特
に
同
一
呼
気
に
規
定
さ
れ
て
い
る
窃
盗
罪
と
の
関
係
を
意
識
し
た
も
の
で

あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

　
新
二
四
六
条
一
項
は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

66　（2　・184）　596



ドイツ刑法典の「横領罪」に関する予備的一考察（伊藤）

　
　
ド
イ
ツ
刑
法
典
新
二
四
二
条
窃
盗
。
ω
　
他
人
の
動
産
を
、
自
己
若
し
く
は
第
三
者
に
違
法
に
領
得
す
る
意
図
で
（
一
ゴ
　
山
Φ
「
　
〉
σ
ω
一
〇
げ
θ
）
、
他
人
か
ら

　
奪
取
す
る
（
≦
Φ
ひ
q
コ
凶
∋
∋
け
）
者
は
、
五
年
以
下
の
自
由
刑
若
し
く
は
罰
金
刑
に
処
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
　
　

本
窃
盗
罪
規
定
の
主
だ
っ
た
改
正
は
、
1
横
領
罪
に
つ
い
て
も
同
趣
旨
の
改
正
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
一
い
わ
ゆ
る
不
法
領
得
の
意
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

を
第
三
者
に
拡
張
し
た
点
に
と
ど
ま
る
。

　
③
従
っ
て
、
窃
盗
罪
規
定
に
大
き
な
変
化
が
な
い
以
上
、
問
題
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
典
新
条
文
に
お
け
る
「
横
領
」
を
ど
う
み
る
か
、

に
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
と
の
関
連
で
「
窃
盗
」
規
定
が
問
題
と
さ
れ
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
ド
イ
ツ
刑
法
典
旧
条
文
に
お
け
る
「
横
領
」
と

外
見
上
似
通
っ
た
規
定
表
現
を
持
っ
て
い
る
・
日
本
刑
法
典
の
「
横
領
」
に
つ
い
て
も
、
同
様
な
改
正
が
必
要
な
の
か
、
が
検
討
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
外
見
上
似
通
っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
条
文
解
釈
な
い
し
法
適
用
ま
で
同
様
で
あ
っ
た
と
は
限
ら
ず
、
従
っ
て
わ
れ
わ
れ

は
、
新
条
文
へ
の
詳
細
な
改
正
経
過
と
そ
れ
に
対
す
る
評
価
を
吟
味
・
検
討
す
る
前
段
階
と
し
て
、
特
に
判
例
上
当
該
旧
規
定
が
い
か
な

る
事
態
に
対
し
て
い
か
な
る
形
で
適
用
さ
れ
て
い
た
か
、
を
概
観
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
本
稿
を
、
「
ド
イ
ツ
刑
法
典
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

け
る
「
横
領
罪
」
に
関
す
る
予
備
的
一
考
察
」
と
称
す
る
所
以
で
あ
る
。

（
1
）
　
ω
①
良
あ
8
ω
O
窪
簿
N
N
二
『
菊
①
h
o
『
ヨ
ユ
Φ
ω
ω
q
蝉
マ
①
o
ぼ
ω
（
①
．
ω
け
『
菊
O
）
〈
o
∋
N
①
」
餌
＝
二
震
お
㊤
○
。
層
し
σ
O
¢
◎
一
．
一
”
ω
ω
．
ま
念
こ
一
〇
。
○
。
－
〉
「
鉱
ズ
Φ
一
ρ

（
2
）
写
凶
①
身
寄
7
∪
Φ
9
冨
「
噸
国
σ
①
｝
帥
a
ω
曾
二
2
ω
Φ
ρ
ご
噌
。
・
三
口
Z
巴
Φ
ω
二
＆
⊆
再
プ
し
。
け
①
青
田
づ
ヨ
耳
養
ひ
q
圃
コ
量
ω
◎
ω
9
饒
「
Φ
∩
葺
ω
「
Φ
｛
。
糟
∋
ひ
Q
①
ω
①
昏

　
一
㊤
㊤
。
。
－
国
×
鋤
ヨ
①
諺
「
色
Φ
〈
9
。
三
①
〉
＆
Φ
「
§
α
q
9
§
じ
σ
①
ω
○
＆
①
お
コ
日
①
一
一
9
ω
ω
π
自
。
酔
Φ
∩
耳
。
。
》
（
一
〇
㊤
。
。
）
o
Q
」
刷
O
Φ
o
お
写
2
コ
鼻
U
興
国
コ
牙
霞
暁
①
ヨ
Φ
。
・

①
」
○
①
。
り
①
旨
Φ
ω
N
霞
幻
①
8
「
ヨ
α
①
。
。
Q
o
嘗
Q
噛
「
Φ
o
耳
ω
－
国
ぎ
①
芝
O
a
圃
σ
q
ニ
コ
σ
q
⊆
三
日
目
田
コ
σ
①
N
画
①
7
⊆
コ
ひ
q
α
①
吋
Q
っ
8
＝
⊆
＝
ひ
q
＝
鋤
び
ヨ
Φ
①
ヨ
①
ω
〉
「
ぴ
Φ
騨
。
り
ξ
巴
ω
Φ
ω
＜
○
コ

　
G
o
q
餌
蹄
①
o
卸
巴
Φ
ゴ
「
①
「
P
N
G
っ
叶
を
一
8
（
一
8
刈
）
ψ
δ
㎝
．

（
3
）
　
内
聾
＝
ピ
碧
費
目
Φ
き
内
二
ω
ユ
四
コ
内
魯
三
門
Z
鋤
9
け
轟
σ
q
N
舞
卜
。
P
＞
⊆
自
鋤
ひ
q
①
穴
四
ユ
じ
鋤
。
『
コ
Φ
5
0
っ
嘗
鋤
侭
Φ
ω
①
叶
N
σ
9
ゴ
∋
潔
南
「
感
鴛
Φ
≡
コ
ひ
q
Φ
コ
ー
O
餌
。
。
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論説

Qっ

@
魯
。
。
8
Q
り
q
鋤
陣
8
窪
。
。
お
8
【
∋
α
q
Φ
ω
①
票
田
融
O
訂
§
ひ
q
§
血
Q
っ
醤
8
ω
ρ
（
一
り
。
。
。
。
）
Q
っ
●
密
（
器
6
耳
ω
）
こ
Φ
島
℃
巨
㎞
畳
音
圃
ぎ
Φ
ぎ
”
ω
q
鋤
凝
Φ
ω
①
訂
9
9
－

ω
葦
0
9
ω
号
①
O
①
σ
q
Φ
己
げ
2
ω
け
藁
蕎
ひ
q
自
9
コ
2
Φ
コ
国
ω
ω
¢
コ
ひ
q
α
霞
9
量
ω
ω
Φ
9
ω
8
0
Φ
ω
Φ
け
N
N
忠
直
Φ
｛
○
「
ヨ
α
Φ
ω
G
∩
書
毛
沖
①
。
算
・
・
§
ユ
号
『
。
・
箒
5

閃
器
ω
霞
麟
＜
o
∋
ω
一
●
冨
ヨ
弩
一
㊤
ゆ
。
。
響
（
一
ゆ
Φ
G
。
）
Q
り
」
器
（
冨
9
僻
ω
）
．

（
4
）
じ
U
O
じ
U
ド
一
（
〉
＝
ヨ
」
）
あ
．
嵩
。
。
（
ぎ
評
ω
）
Z
噌
．
窃
・
。
●

（
5
）
じ
σ
O
し
d
7
｛
（
〉
コ
ヨ
」
）
あ
」
¶
刈
（
お
∩
算
ω
）
2
「
」
。
。
．

（
6
）
横
領
罪
の
「
違
法
自
己
領
得
」
に
つ
い
て
の
重
要
な
先
例
と
し
て
、
後
凸
型
②
①
判
例
S
が
あ
っ
た
。

（
7
）
　
す
な
わ
ち
、
「
第
三
者
の
た
め
の
領
得
も
可
罰
的
で
あ
る
こ
と
を
確
定
す
る
…
提
案
」
が
行
わ
れ
た
訳
で
あ
る
（
閃
お
信
＆
（
〉
＝
ヨ
』
）
層
Q
o
●
島
刈
）
。
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ニ
　
ド
イ
ツ
刑
法
典
旧
二
四
六
条
一
項
の
解
釈

ω
　
ド
イ
ツ
刑
法
典
旧
二
四
六
条
一
項
の
学
説

　
①
ド
イ
ツ
刑
法
典
中
に
は
、
日
本
刑
法
典
（
二
五
四
条
）
に
お
け
る
よ
う
な
形
で
の
・
「
占
有
離
脱
物
横
領
罪
」
の
規
定
は
見
当
た

ら
な
い
。
こ
の
点
、
旧
二
四
六
条
一
項
第
一
文
が
適
用
さ
れ
る
も
の
乏
解
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
前
述
の
よ
う
に
、
本
条
項
は
「
占
有
若
し
く
は
保
管
に
置
い
て
い
る
」
他
人
の
動
産
を
行
為
の
客
体
と
し
て
い
た
か

ら
、
領
得
行
為
の
時
点
で
は
さ
し
あ
た
り
占
有
・
保
管
を
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
、
厳
密
に
は
当
該
行
為
者
の
「
占
有
若
し
く
は
保
管
に

置
い
て
い
る
」
と
は
言
え
な
い
訳
で
あ
る
か
ら
、
「
領
得
」
と
「
占
有
・
保
管
」
が
時
間
的
に
一
致
す
る
よ
う
な
形
で
の
「
（
占
有
離
脱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

物
）
横
領
罪
」
に
対
し
て
も
本
条
項
が
適
用
さ
れ
う
る
か
、
が
争
わ
れ
た
の
で
あ
る
（
肯
定
説
は
、
「
小
さ
な
修
正
解
釈
」
と
呼
ば
れ
た
）
。

　
②
そ
し
て
、
こ
の
「
小
さ
な
修
正
解
釈
」
を
越
え
て
、
本
条
項
は
、
窃
盗
罪
に
お
け
る
「
奪
取
」
が
他
人
の
「
占
有
・
保
管
」
を
侵



害
す
る
行
為
で
あ
る
こ
と
と
の
対
比
で
、
お
よ
そ
他
人
の
占
有
・
保
管
を
侵
害
し
な
い
あ
ら
ゆ
る
行
為
を
含
む
の
で
あ
る
と
し
、
従
っ
て
、

そ
の
よ
う
な
行
為
で
あ
れ
ば
「
占
有
若
し
く
は
保
管
に
置
い
て
い
る
」
と
い
う
法
文
に
合
致
し
な
く
て
も
よ
い
の
で
あ
る
、
と
い
う
解
釈

　
　
　
　
　
　
　

が
行
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
他
人
の
動
産
を
、
窃
盗
に
よ
る
の
と
は
異
な
り
違
法
に
領
得
す
る
者
」
が
横
領
罪
と
な
る
、
と
い
う
訳
で

　
（
1
0
）

あ
る
（
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
「
大
き
な
修
正
解
釈
」
と
呼
ば
れ
た
）
。

　
③
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
法
文
を
無
視
し
た
「
大
き
な
修
正
解
釈
」
は
、
基
本
法
一
〇
三
条
二
項
（
い
わ
ゆ
る
罪
刑
法
定
主
義
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

項
）
に
反
す
る
、
と
い
う
見
解
が
通
説
・
判
例
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
「
厳
格
解
釈
」
と
呼
ば
れ
た
）
。
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（
8
）
署
ま
ユ
巴
区
ξ
Φ
メ
。
。
9
マ
①
∩
耳
じ
Q
①
ω
。
⇒
α
①
「
9
日
巴
－
O
Φ
｛
互
ぎ
器
三
ゴ
諄
即
感
三
①
薬
注
①
戸
・
。
■
ぎ
嵐
r
（
ち
り
。
。
）
ω
●
島
①
■
さ
ら
に
、
後
掲
二

ω
①
判
例
d
の
ほ
か
、
内
田
文
昭
『
刑
法
各
論
〔
第
三
版
〕
』
（
一
九
九
六
）
三
六
〇
頁
注
（
2
）
も
参
照
。

（
9
）
ス
記
し
u
凶
巳
ヨ
ひ
q
層
ピ
Φ
ぼ
σ
⊆
9
色
Φ
ω
○
Φ
ヨ
①
ヨ
9
0
Φ
三
ω
∩
滞
コ
Q
。
賃
鋤
ヰ
Φ
6
耳
ω
－
し
口
①
ω
9
α
Φ
「
①
「
↓
①
＝
卑
ω
5
憎
じ
ロ
鋤
＆
・
。
●
〉
⊆
｛
r
（
お
O
・
。
）
G
∩
Q
。
・
ミ
切
－
①
．

　
こ
の
点
、
＝
餌
霧
を
Φ
一
N
卑
U
鋤
。
。
U
2
冨
∩
ゴ
Φ
ω
貫
①
陣
Φ
o
夏
－
匹
コ
①
ω
K
ω
肝
Φ
ヨ
母
一
ω
∩
び
Φ
O
鋤
「
段
Φ
一
三
＝
ひ
q
』
ド
＞
o
戸
’
（
お
①
㊤
）
G
D
G
り
■
し
。
ω
㊤
ム
O
は
、
旧
二
四
六

条
一
項
の
「
占
有
若
し
く
は
保
管
に
置
い
て
い
る
」
と
い
う
要
素
は
、
よ
り
一
般
的
な
領
得
事
例
（
1
1
横
領
罪
）
を
よ
り
狭
い
事
例
（
目
窃
盗
罪
）

　
か
ら
区
別
す
る
た
め
の
・
境
界
設
定
形
式
（
Φ
剛
器
〉
σ
ひ
q
四
，
9
N
雪
ひ
q
ω
8
∋
邑
）
に
す
ぎ
ず
、
よ
り
一
般
的
な
領
得
事
例
が
よ
り
狭
い
事
例
の
前
に
規
定
さ

　
れ
て
い
れ
ば
い
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
境
界
設
定
形
式
は
「
不
法
構
成
要
件
」
の
構
成
要
素
と
は
言
え
ず
、
従
っ
て
、
修

　
量
的
に
解
釈
し
う
る
の
で
あ
る
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
博
士
の
こ
れ
に
先
行
す
る
論
文
α
①
「
ω
巴
σ
ρ
〉
二
｛
≦
Φ
ド
丁
①
し
d
①
。
・
－

　
け
餌
コ
昏
①
剛
一
Φ
①
冒
9
Q
っ
『
鋤
h
＜
o
「
ω
o
ぼ
葺
σ
臼
δ
葺
ω
凶
∩
び
α
Φ
【
G
∩
。
。
叶
N
＝
ξ
＝
餌
℃
c
窪
餌
u
。
凶
コ
①
一
①
σ
q
①
”
こ
N
お
α
N
①
嵩
h
に
お
い
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
例
、
す
な

　
わ
ち
、
謀
殺
（
二
＝
条
）
と
故
殺
（
二
＝
一
条
）
の
比
較
と
、
窃
盗
と
横
領
の
比
較
と
で
は
、
必
ず
し
も
同
様
と
は
言
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

前
者
に
お
い
て
は
、
確
か
に
「
謀
殺
者
で
あ
る
こ
と
な
し
に
」
（
二
一
二
条
）
と
い
う
要
素
は
故
殺
罪
の
可
罰
性
を
決
定
す
る
の
に
必
ず
し
も
決
定
的

　
と
は
言
え
ま
い
が
、
後
者
に
お
い
て
は
、
「
占
有
若
し
く
は
保
管
に
置
い
て
い
る
」
（
旧
二
四
六
条
）
と
い
う
要
素
は
、
可
罰
性
を
限
定
す
る
重
要
な

　
（
構
成
要
件
）
要
素
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
要
素
は
不
要
で
あ
る
と
し
て
無
視
す
る
と
す
る
と
、
そ
れ
は
異
な
っ
た
犯
罪
類
型
の
創

　
造
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

66　（2　。187）　599



論説

（
O
l
）
　
U
Φ
コ
O
オ
①
「
ζ
聾
．
〔
U
Φ
コ
6
評
Φ
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〉
コ
ヨ
・
N
γ
Q
O
●
N
一
。

（
U
）
屠
「
舞
ω
α
q
①
σ
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Φ
σ
2
＜
8
内
餌
ユ
冨
。
ζ
9
〔
寄
芭
雪
蟹
プ
昌
あ
g
齢
①
ω
Φ
憲
σ
⊆
畠
ヨ
凶
叶
匿
帥
三
2
§
ひ
q
①
p
N
・
。
■
ぎ
｛
r
（
竈
刈
）
ω
．
暑
刈
ゐ
・
。
参

　
力
位
P
ω
　
缶
Φ
「
節
＝
ω
α
q
①
ひ
q
Φ
σ
①
旨
＜
○
コ
じ
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＝
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オ
げ
鋤
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餌
ゴ
コ
評
Φ
F
①
．
〔
ぐ
く
O
罵
ぴ
q
餌
コ
ひ
q
カ
ニ
ゆ
〕
）
Q
O
酢
○
じ
Q
l
ぴ
Φ
一
℃
N
｛
ひ
q
①
「
内
○
ヨ
ヨ
Φ
コ
蝕
餌
噌
O
「
O
印
『
○
ヨ
ヨ
①
昌
叶
鋤
「
層
一
一
．

　
〉
⊆
h
r
（
一
㊤
逡
）
O
o
■
一
一
N
ー
カ
O
コ
．
一
〇
　
コ
O
O
戸
訟
Φ
ユ
げ
①
二
〇
ω
け
⑦
コ
α
O
ぽ
」
Z
一
芝
一
⑩
刈
P
国
Φ
津
一
メ
ω
．
○
○
O
o
幽
〔
＝
コ
評
ω
〕
●

（2）

ド
イ
ツ
刑
法
典
旧
二
四
六
条
一
項
の
判
例
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■
1
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①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

　
わ
た
く
し
の
検
討
し
た
判
例
を
さ
し
あ
た
り
掲
げ
て
お
き
た
い
。

目
一
・
ω
け
「
鋤
団
ω
①
コ
四
什
・
ご
『
け
く
●
一
刈
●
ζ
帥
「
N
一
〇
Q
O
Q
心
℃
勾
Ω
G
∩
け
　
一
〇
．
じ
q
α
．
（
一
〇
Q
O
Q
心
）
G
∩
6
N
㎝
刈
暁
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一
目
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ω
け
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ω
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∋
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①
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．
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〇
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①
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．
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⊂
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＜
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∩
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①
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①
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①
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．
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ω
。
冨
⊆
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O
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P
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．
o
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唇
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∋
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ピ
ζ
曽
N
お
切
P
U
d
O
O
o
叶
」
ω
艦
じ
d
α
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一
ゆ
①
O
）
Q
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．
お
｛
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q
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Q
り
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鋤
｛
ω
Φ
墨
叶
・
⊂
「
げ
く
o
B
一
刈
●
○
ζ
o
σ
Φ
『
お
①
旨
し
u
O
Q
。
け
」
①
◎
じ
d
α
．
（
ち
①
卜
。
）
ω
』
。
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O
h
．

r
O
ピ
O
ω
。
三
Φ
ω
話
m
圃
年
け
・
＜
」
ω
」
・
。
・
δ
蜀
Z
一
を
ち
↓
P
＝
①
暁
二
8
0
∩
．
。
。
。
。
・
。
暁
・

s
幽
・
G
o
q
緯
。
。
Φ
轟
け
C
「
け
く
○
∋
O
●
O
Φ
N
①
ヨ
σ
9
δ
㊤
ρ
じ
d
O
＝
Q
り
斤
●
ら
O
．
じ
d
島
．
（
一
㊤
霧
）
ω
・
。
。
｛
．

t
じ
σ
O
貫
じ
u
Φ
ω
9
ピ
＜
』
S
㊤
」
㊤
實
－
一
ω
艶
器
①
＼
箕
ω
q
融
く
Φ
二
①
互
ひ
q
Φ
「
・
。
＼
㊤
ρ
ω
・
。
。
駆
・

　
②
行
為
者
が
領
得
行
為
の
前
に
す
で
に
他
人
の
物
を
占
有
・
保
管
し
て
い
る
こ
と
を
要
求
し
た
・
い
わ
ゆ
る
厳
格
解
釈
は
、
「
占
有
・

保
管
」
を
積
極
的
な
構
成
要
件
要
素
と
み
る
い
わ
ば
文
理
に
忠
実
な
解
釈
で
あ
っ
た
（
b
、
e
、
・
一
、
k
、
1
、
r
）
。
こ
の
占
有
・
保

管
に
つ
い
て
は
、
刑
法
と
し
て
の
独
自
の
観
点
か
ら
、
民
法
の
い
わ
ゆ
る
間
接
占
有
を
認
め
な
い
・
極
め
て
直
接
性
・
事
実
性
の
強
い
理

解
が
な
さ
れ
て
い
た
（
a
、
c
、
f
、
9
、
r
）
。
ま
た
、
「
委
託
」
概
念
に
つ
い
て
も
、
ド
イ
ツ
刑
法
典
二
五
〇
条
二
項
・
現
二
八
条
二

項
に
あ
た
る
と
し
、
そ
の
一
身
的
・
人
的
側
面
が
強
調
さ
れ
た
（
一
、
t
）
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
正
犯
な
い
し
共
同
正
犯
に
関
す
る

ド
イ
ツ
刑
法
の
判
例
・
通
説
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
占
有
・
保
管
な
い
し
委
託
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
者
は
（
占
有
離
脱
物
）
横

領
罪
な
い
し
加
重
横
領
罪
の
正
犯
な
い
し
共
同
正
犯
に
は
な
り
え
な
い
と
い
う
帰
結
に
つ
な
が
っ
た
（
1
、
t
）
。
さ
ら
に
、
占
有
・
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

管
に
よ
る
「
取
得
（
じ
U
Φ
ω
一
9
①
薦
噌
①
凶
暁
毒
ひ
q
）
」
と
横
領
行
為
と
し
て
の
「
領
得
（
N
仁
①
楓
コ
⊆
コ
ひ
q
）
」
も
概
念
的
に
厳
格
に
区
別
さ
れ
た
（
a
、66　（2　●189）　601



論口冊 説

e
、
k
、
1
。
但
し
、
取
得
時
に
領
得
「
意
思
」
が
す
で
に
あ
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
と
さ
れ
た
、
a
、
d
、
e
、
i
、
一
〔
地
裁
〕
）
の

で
、
取
得
と
領
得
が
一
致
す
る
場
合
、
例
え
ば
占
有
離
脱
物
を
発
見
し
直
ち
に
領
得
し
た
場
合
、
事
前
の
占
有
・
保
管
が
な
か
っ
た
訳
で

あ
る
か
ら
、
（
占
有
離
脱
物
）
横
領
罪
は
成
立
し
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
事
実
認
定
に
微
妙
な
点
が
あ
っ
て
、
占
有
・
保
管

と
領
得
の
前
後
関
係
が
明
ら
か
で
な
い
よ
う
な
場
合
、
破
棄
差
し
戻
し
と
い
う
こ
と
に
も
つ
な
が
つ
た
訳
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
不
都
合

を
回
避
す
る
た
め
、
横
領
罪
は
窃
盗
罪
と
同
一
章
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
、
窃
盗
罪
は
奪
取
罪
で
あ
る
の
に
対
し
、
横
領
罪
は

奪
取
の
な
い
領
得
罪
で
あ
る
と
し
、
特
に
窃
盗
罪
以
外
の
詐
欺
罪
・
背
任
罪
等
に
あ
た
ら
な
い
限
り
、
す
べ
て
の
平
穏
な
領
得
行
為
を
捕

捉
す
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
解
釈
が
行
わ
れ
、
微
調
整
と
し
て
は
、
行
為
者
が
領
得
と
同
時
に
保
管
を
得
る
場

合
も
横
領
罪
を
認
め
て
よ
い
と
す
る
・
い
わ
ゆ
る
小
さ
な
修
正
解
釈
が
提
案
さ
れ
（
d
、
g
、
h
、
i
、
一
〔
地
裁
〕
、
1
〔
反
対
説
と

し
て
〕
、
m
、
P
、
r
〔
反
対
説
と
し
て
〕
）
、
も
っ
と
端
的
に
は
、
体
系
的
・
目
的
論
的
解
釈
の
観
点
か
ら
、
横
領
は
領
得
の
基
本
構
成

要
件
で
あ
る
こ
と
も
理
由
に
、
領
得
が
奪
取
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
従
っ
て
窃
盗
の
形
態
に
お
い
て
で
は
な
く
な
さ
れ
る
場
合
す
で
に
、

横
領
罪
が
成
立
す
る
と
い
う
・
い
わ
ゆ
る
大
き
な
修
正
解
釈
が
提
案
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
b
〔
一
審
〕
、
r
〔
反
対
説
と
し
て
〕
）
。

　
③
日
本
刑
法
典
二
五
二
条
一
項
及
び
二
五
三
条
と
二
五
四
条
の
条
文
関
係
を
見
る
と
、
「
占
有
」
の
有
無
が
区
別
の
基
準
と
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
今
日
横
領
罪
の
成
立
の
た
め
に
は
一
般
に
「
委
託
」
が
必
要
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
日
本
刑
法
に
お
け
る
通
説
的
見
解
を
前
提
に
、
ド
イ
ツ
刑
法
典
の
旧
二
四
六
条
一
項
に
対
応
さ
せ
て
考
え
て
み
た
場
合
、
旧

二
四
六
条
一
項
第
一
文
は
、
ア
日
本
刑
法
典
二
五
四
条
に
相
当
す
る
（
但
し
、
占
有
・
保
管
が
前
提
と
な
る
の
で
、
「
占
有
・
保
管
に
置
か

れ
て
い
る
占
有
離
脱
物
h
占
有
離
脱
物
と
し
て
の
自
主
占
有
物
（
田
ひ
q
Φ
⇒
σ
Φ
ω
一
言
ω
8
冨
）
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
）
と
と
も
に
、
理
論

的
に
は
、
イ
委
託
さ
れ
て
は
い
な
い
が
占
有
・
保
管
に
置
か
れ
て
い
る
他
主
占
有
物
（
H
り
目
①
b
ρ
自
σ
①
ω
一
病
N
ω
餌
∩
ゴ
Φ
）
、
と
い
う
範
疇
も
考
え
う

る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
旧
二
四
六
条
一
項
第
二
文
は
、
ウ
日
本
刑
法
典
二
五
二
条
一
項
と
工
二
五
三
条
の
両
者
を
含
み
う
る
で
あ
ろ
う
。
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ド
イ
ツ
刑
法
の
判
例
に
お
い
て
は
、
ア
に
当
た
る
も
の
（
a
、
d
、
e
、
9
、
k
、
m
、
P
）
、
ウ
に
当
た
る
も
の
（
c
、
o
、
q
、
t
）
、

エ
に
当
た
る
も
の
（
b
、
f
、
h
、
r
）
が
み
ら
れ
る
。

　
イ
は
、
善
意
で
た
ま
た
ま
他
人
の
占
有
離
脱
物
を
占
有
・
保
管
す
る
に
至
っ
た
場
合
の
ほ
か
、
い
わ
ゆ
る
厳
格
解
釈
か
ら
す
る
ア
が
成

立
す
る
た
め
の
客
観
的
前
提
要
素
で
あ
っ
た
訳
で
あ
る
か
ら
、
厳
格
解
釈
に
よ
っ
て
旧
二
四
六
条
一
項
第
一
文
の
成
立
を
認
め
て
い
る
あ

ら
ゆ
る
判
例
の
客
観
的
前
提
要
素
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
問
題
は
、
委
託
さ
れ
て
も
お
ら
ず
、
し
か
し
占
有
離
脱
物
と
も
言
え
な
い
よ

う
な
場
合
も
、
「
単
純
横
領
罪
」
の
成
立
を
認
め
る
余
地
が
な
い
か
に
あ
る
が
、
こ
の
点
、
興
味
深
い
判
例
も
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
i

は
、
納
品
数
を
操
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
割
増
の
額
を
会
計
係
か
ら
支
払
わ
せ
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
が
、
詐
欺
罪
が
成
立
し
え
な
い
場

合
横
領
罪
が
成
立
す
る
旨
判
示
し
て
お
り
、
こ
れ
自
体
は
い
わ
ゆ
る
小
さ
な
修
正
解
釈
を
採
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
被
告
人
自

身
が
委
託
身
分
を
有
し
て
い
た
か
疑
問
の
あ
る
場
合
、
結
局
イ
に
当
た
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
会
社
内
で
比
較
的
重
要
な
地

位
を
占
め
か
つ
会
計
係
で
は
な
い
と
は
い
え
業
者
に
納
金
す
る
ま
で
保
管
し
て
お
く
義
務
が
あ
っ
た
と
す
る
と
、
業
務
上
の
委
託
身
分
さ

え
有
し
て
い
た
と
す
る
こ
と
も
可
能
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
s
に
お
い
て
は
、
か
つ
て
の
O
O
勾
国
家
安
全
省
の
幹
部
職
員
達
が
、

電
話
の
盗
聴
や
手
紙
か
ら
の
ド
イ
ツ
・
マ
ル
ク
の
抜
き
取
り
及
び
手
紙
の
廃
棄
を
行
っ
て
い
た
行
為
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
ド

イ
ツ
・
マ
ル
ク
は
U
O
菊
の
国
家
予
算
へ
と
計
上
さ
れ
た
の
で
被
告
人
等
は
「
自
己
領
得
（
Q
∩
8
7
N
⊆
①
凶
ひ
q
器
旨
）
」
に
欠
け
る
こ
と
を
主
な

理
由
に
、
横
領
罪
の
共
同
正
犯
も
幕
助
の
成
立
も
否
定
さ
れ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
場
合
も
特
に
委
託
は
さ
れ
て
い
な
い
と
す
る
と
、
イ
に

あ
た
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
手
紙
の
保
管
侵
害
と
の
関
連
で
、
ド
イ
ツ
郵
便
の
職
務
上
の
保
管
が
D
D
R
当
局
に
よ
っ
て
継

続
さ
れ
て
い
た
旨
判
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
横
領
に
つ
い
て
も
同
様
に
捉
え
た
方
が
妥
当
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
④
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ド
イ
ツ
刑
法
に
お
け
る
横
領
罪
は
、
落
ち
穂
拾
い
的
・
補
充
的
な
・
い
わ
ゆ
る
受
け
皿
構
成
要
件
（
〉
仁
頃
磐
ひ
q
－

け
讐
び
①
ω
8
コ
α
）
と
し
て
、
一
あ
ら
ゆ
る
領
得
犯
行
の
】
般
的
な
基
本
構
成
要
件
と
い
う
訳
で
は
な
く
一
例
え
ば
窃
盗
・
強
盗
等
々
の
構
成
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要
件
の
よ
う
な
他
の
独
自
な
構
成
要
件
が
問
題
に
な
ら
な
い
場
合
に
介
入
す
る
構
成
要
件
と
し
て
、
機
能
す
べ
き
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
r
）
。
従
っ
て
、
同
一
客
体
に
つ
き
詐
欺
罪
と
横
領
罪
の
両
者
が
成
立
し
う
る
場
合
、
詐
欺
罪
の
成
立
が
認
め
ら

れ
て
お
り
（
h
）
、
詐
欺
罪
不
成
立
の
場
合
横
領
罪
の
成
立
が
主
張
さ
れ
て
い
る
訳
で
あ
る
（
i
）
が
、
つ
ね
に
横
領
罪
不
成
立
と
い
う

訳
で
も
な
く
、
横
領
を
教
唆
し
か
つ
い
わ
ゆ
る
賑
物
と
し
て
収
得
し
た
場
合
両
罪
の
併
合
罪
の
可
能
性
が
認
め
ら
れ
て
お
り
（
一
）
、
ま

た
、
貸
付
金
を
詐
取
す
る
と
と
も
に
他
人
の
乗
用
車
を
担
保
に
供
し
た
場
合
、
詐
欺
罪
と
横
領
罪
の
観
念
的
競
合
が
認
め
ら
れ
て
お
り

（
o
）
、
さ
ら
に
、
所
有
権
留
保
の
も
と
で
の
家
具
購
入
に
関
し
、
債
権
の
側
面
で
は
詐
欺
罪
が
成
立
し
、
そ
の
後
の
恣
意
的
な
家
具
売
却

と
い
う
所
有
権
侵
害
に
対
し
て
は
、
改
め
て
横
領
罪
が
別
個
に
成
立
す
る
と
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
q
。
併
合
罪
か
）
。
こ
の
ほ

か
、
横
領
罪
の
「
委
託
」
は
例
え
ば
契
約
関
係
の
よ
う
な
法
律
行
為
に
基
づ
く
も
の
で
足
り
る
の
に
対
し
、
背
任
罪
は
契
約
関
係
を
越
え

た
信
頼
関
係
が
前
提
と
さ
れ
る
（
o
）
、
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
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（
1
2
）
　
以
下
で
取
り
上
げ
る
判
例
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
次
号
に
掲
載
予
定
で
あ
る
。
適
宜
参
照
さ
れ
た
い
。

（
1
3
）
　
小
暮
得
雄
ほ
か
編
著
〔
中
森
喜
彦
〕
『
刑
法
講
義
各
論
』
（
｝
九
八
八
）
二
二
五
頁
、
前
田
雅
英
『
刑
法
各
論
講
義
［
第
2
版
］
』
二
九
九
五
）

　
二
九
二
頁
。
こ
の
点
、
内
田
・
前
号
（
8
）
三
六
丁
三
六
三
頁
及
び
大
塚
仁
ほ
か
編
著
〔
吉
本
徹
也
〕
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
法
第
一
〇
巻
』
（
二
刷
・

　
一
九
九
一
）
三
＝
1
二
頁
は
、
「
占
有
」
と
「
占
有
す
る
に
至
っ
た
根
拠
」
な
い
し
「
占
有
の
原
因
」
を
区
別
さ
れ
る
。

三
　
結
び
に
か
え
て
ー
ド
イ
ッ
刑
法
典
の
「
横
領
罪
」
の
展
開

①
結
局
、
ド
イ
ツ
刑
法
典
に
お
け
る
「
横
領
罪
」
は
、
い
か
な
る
変
容
を
受
け
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
日
本
刑
法
に
お
い
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て
は
、
旧
刑
法
典
以
来
、
「
占
有
離
脱
物
横
領
」
を
端
的
に
捕
捉
す
る
規
定
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
（
第
三
編
第
二
章
第
三
節
「
遺
失
物

埋
蔵
物
二
関
ス
ル
罪
」
第
三
八
五
条
参
照
）
。
そ
し
て
、
現
代
用
語
化
さ
れ
る
前
の
現
行
刑
法
典
第
三
十
八
章
横
領
ノ
罪
は
、
こ
の
旧
刑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

法
曲
ハ
の
第
三
節
と
第
五
節
の
「
受
寄
財
物
二
関
ス
ル
罪
」
の
規
定
を
合
わ
せ
、
修
正
を
加
え
た
も
の
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、

ド
イ
ツ
刑
法
典
の
旧
二
四
六
条
一
項
第
一
文
に
は
、
は
じ
め
か
ら
「
占
有
若
し
く
は
保
管
に
置
い
て
い
る
」
と
い
う
文
言
が
付
加
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
ほ
　

い
た
の
で
あ
る
。

　
②
上
述
の
よ
う
に
、
判
例
に
も
揺
れ
が
あ
り
、
必
ず
し
も
終
始
一
貫
「
厳
格
解
釈
」
が
採
ら
れ
て
い
た
訳
で
は
な
く
、
ま
た
、
著
名

か
つ
有
力
な
学
者
が
「
大
き
な
修
正
解
釈
」
を
主
張
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
実
務
上
の
支
障
か
ら
も
改
正
の
必
要
性
が
感
じ
ら
れ
て
い

た
こ
と
は
疑
い
あ
る
ま
い
。
ド
イ
ツ
刑
法
典
各
則
は
、
日
本
刑
法
典
と
比
べ
も
と
も
と
カ
ズ
イ
ス
テ
ィ
ッ
シ
ュ
（
一
型
ω
＝
剛
ω
け
一
ω
6
げ
）
で
あ

り
、
時
代
の
変
化
に
応
じ
て
適
宜
削
除
さ
れ
つ
つ
も
一
層
カ
ズ
イ
ス
テ
ィ
ッ
シ
ュ
の
度
合
い
を
強
め
て
い
る
と
言
っ
て
さ
し
つ
か
え
な
い

　
　
　
　
ぼ
　

で
あ
ろ
う
が
、
二
四
六
条
に
つ
い
て
は
、
「
第
三
者
違
法
領
得
」
を
付
加
し
た
点
を
除
き
、
む
し
ろ
よ
り
包
括
的
に
す
る
改
正
が
行
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ

た
訳
で
あ
る
。
し
か
し
、
新
二
四
六
条
一
項
は
、
あ
ら
ゆ
る
領
得
犯
の
基
本
と
な
る
一
般
的
な
構
成
要
件
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

「
他
の
規
定
中
で
も
っ
と
重
い
刑
を
予
告
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
」
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
日
本
刑
法
典
よ
り
一
層
包
括
的
で
は
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
び
ソ

結
局
、
「
占
有
離
脱
物
横
領
」
を
端
的
に
捕
捉
し
う
る
規
定
が
設
け
ら
れ
た
と
み
て
さ
し
つ
か
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

「
取
得
」
と
「
領
得
」
と
い
う
二
段
構
え
の
構
造
が
、
「
領
得
」
の
み
で
済
む
こ
と
に
な
っ
た
訳
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
委
託
」
は
「
占

有
・
保
管
」
を
含
む
概
念
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
（
0
、
q
）
か
ら
、
旧
二
四
六
条
一
項
第
二
文
に
お
い
て
は
、
「
占
有
・
保
管
」
と
い

う
文
言
は
も
と
も
と
不
要
で
あ
っ
た
と
言
え
な
い
訳
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
③
以
上
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
刑
法
典
の
「
横
領
罪
」
規
定
に
つ
い
て
取
り
急
ぎ
概
観
し
た
限
り
で
は
、
紆
余
曲
折
を
経
な
が
ら
も
、

結
局
、
構
造
的
に
日
本
刑
法
典
と
ほ
ぼ
同
様
の
も
の
と
な
っ
た
、
と
言
っ
て
さ
し
つ
か
え
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

66　（2　●193）　605



払肖冊 説

（
1
4
）
　
高
橋
治
俊
・
小
谷
二
郎
共
編
『
刑
法
沿
革
綜
覧
』
（
一
九
二
三
）
二
二
＝
二
頁
。
そ
こ
で
は
、
横
領
罪
に
つ
い
て
の
改
正
に
つ
き
、
旧
刑
法
典
の

「
費
消
シ
タ
」
で
は
狭
す
ぎ
る
の
で
、
単
に
「
自
己
ノ
物
ト
為
シ
タ
ル
場
合
」
な
ど
も
含
め
、
現
行
刑
法
典
の
「
横
領
シ
タ
」
に
改
め
た
と
も
あ
り
、

　
「
受
寄
財
物
」
等
の
「
委
託
」
物
と
い
う
客
体
の
側
面
で
は
変
容
が
な
か
っ
た
と
も
解
せ
な
い
で
は
な
い
。

（
1
5
）
　
本
稿
で
は
、
正
確
か
つ
詳
細
な
検
討
は
で
き
な
い
が
、
本
条
項
の
成
立
に
あ
た
り
、
プ
ロ
イ
セ
ン
刑
法
典
以
来
、
「
委
託
」
の
．
有
無
が
基
準
と
さ

　
れ
て
い
た
が
、
委
託
の
な
い
場
合
に
つ
い
て
も
委
託
の
あ
る
場
合
と
同
様
な
法
文
形
式
、
す
な
わ
ち
、
「
占
有
若
し
く
は
保
管
に
置
い
て
い
る
」
と
い

　
う
文
言
を
維
持
し
た
た
め
、
両
場
合
い
ず
れ
も
こ
の
要
素
が
必
要
な
形
に
な
っ
た
、
と
い
う
の
が
実
情
の
よ
う
で
あ
る
。
＜
ひ
q
一
■
℃
■
じ
d
o
o
冨
一
∋
磐
P
一
馨

　
①
ぎ
Φ
9
嵩
6
江
お
①
邑
①
〉
環
匹
Φ
σ
q
毒
α
q
号
ω
吻
謹
①
○
っ
δ
じ
u
ω
β
簿
げ
緯
声
望
O
幻
一
＼
6
㎝
鈍
ω
．
㎝
（
『
⑦
o
耳
）
h

（
1
6
）
　
そ
の
理
由
と
し
て
、
国
民
の
行
動
の
指
針
を
提
供
す
る
と
い
う
こ
と
と
、
立
法
者
意
思
を
尊
重
し
、
裁
判
官
の
恣
意
的
な
法
適
用
を
許
さ
な
い

　
と
い
う
二
側
面
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
ク
ラ
ウ
ス
・
テ
ィ
ー
デ
マ
ン
（
囚
一
四
¢
ω
一
「
一
Φ
ユ
Φ
ヨ
鋤
コ
づ
）
教
授
も
、
一
九
九
九
年
一
月
二
三
日
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学

　
犯
罪
学
・
経
済
刑
法
研
究
所
で
行
わ
れ
た
演
習
「
刑
法
典
各
則
に
お
け
る
新
展
開
と
諸
問
題
－
一
九
九
八
年
第
六
次
刑
法
改
正
法
律
を
特
に
斜
酌
し

　
て
」
の
場
で
、
両
者
が
理
由
で
あ
ろ
う
と
述
べ
ら
れ
た
。

　
　
ま
た
、
ド
イ
ツ
刑
法
学
会
は
、
一
九
九
九
年
五
月
一
三
日
よ
り
一
六
日
ま
で
の
日
程
で
、
ハ
レ
（
＝
①
＝
Φ
）
に
お
い
て
、
「
刑
法
学
な
し
の
立
法
と

　
は
P
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
行
わ
れ
た
（
も
っ
と
も
、
当
日
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
、
そ
の
よ
う
な
テ
ー
マ
は
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
）
が
、
一
九
九
八
年

刑
法
典
各
則
改
正
に
対
す
る
疑
問
点
と
し
て
、
「
代
案
に
対
し
何
ら
返
答
が
な
い
」
な
ど
の
点
が
あ
げ
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
今
後
の
詳
細
な
検

　
討
に
よ
っ
て
、
さ
ら
な
る
改
正
が
な
さ
れ
る
の
か
も
し
れ
ず
、
引
き
続
き
注
目
に
値
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

（
1
7
）
　
「
あ
ら
ゆ
る
領
得
犯
の
基
本
構
成
要
件
」
と
は
、
「
窃
盗
、
強
盗
そ
し
て
同
様
な
犯
罪
行
為
が
そ
れ
と
特
殊
性
（
Q
。
需
N
一
巴
一
感
什
）
の
関
係
に
立
つ
」

　
も
の
で
あ
る
、
と
説
明
さ
れ
て
お
り
（
○
Φ
。
。
Φ
臼
①
三
≦
二
臥
α
嘆
閃
轟
犀
二
〇
コ
Φ
昌
山
興
O
U
ご
＼
O
ω
¢
⊆
旨
α
閃
■
U
・
勺
．
－
国
コ
け
芝
⊆
瓜
①
言
Φ
ω
Q
っ
Φ
o
ゴ
ω
8
⇒
O
Φ
ω
Φ
け
－

　
N
①
ω
N
霞
菊
駄
。
『
ヨ
α
Φ
ω
ω
叶
鑓
マ
①
9
辞
ω
（
①
●
ω
茸
即
○
）
一
U
Φ
暮
ω
筈
臼
じ
σ
⊆
a
Φ
ω
3
σ
q
－
一
。
。
■
乏
蝉
三
℃
Φ
ユ
○
自
①
O
凄
。
叢
雲
冨
罷
＼
コ
①
倉
（
一
一
』
ω
』
刈
）
Q
∩
◆
匁

　
（
＝
爵
ω
）
）
、
従
っ
て
、
窃
盗
等
の
特
別
構
成
要
件
が
成
立
し
な
い
場
合
、
当
然
一
般
構
成
要
件
た
る
（
占
有
離
脱
物
）
横
領
が
成
立
す
る
と
い
う
関
係

　
に
立
つ
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
1
8
）
　
す
な
わ
ち
、
「
受
け
皿
構
成
要
件
」
の
創
設
で
あ
る
。
く
ひ
q
一
●
U
『
⊆
o
冨
①
o
び
Φ
｝
ω
＼
謡
罐
（
〉
コ
3
．
嵩
ど
空
P
O
．

（
1
9
）
　
こ
れ
に
対
し
、
窃
盗
罪
規
定
は
、
以
上
の
検
討
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
奪
取
」
罪
と
し
て
、
奪
取
に
よ
る
こ
と
な
く
行
わ
れ
る
「
領
得
」
罪

　
た
る
横
領
罪
に
対
比
さ
れ
る
犯
罪
と
し
て
、
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
、
窃
盗
罪
自
体
も
、
「
領
得
」
を
「
意
図
（
目
的
）
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
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う
点
で
、
領
得
罪
の
一
種
で
も
あ
る
訳
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
日
本
刑
法
典
の
窃
盗
罪
規
定
（
二
三
五
条
）
に
つ
い
て
も
、
考
え
方
と
し
て
は
、
「
窃

取
」
概
念
中
に
、
「
領
得
を
目
的
と
し
た
奪
取
」
を
読
み
込
む
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
刑
法
技
術
的
に
は
、
目
的
犯
な
の
か
、
い
わ
ゆ
る
不

法
領
得
の
意
思
は
必
要
か
、
単
な
る
故
意
で
十
分
か
、
と
い
っ
た
論
点
が
あ
る
訳
で
あ
る
。

※
本
稿
は
、
わ
た
く
し
の
留
学
中
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
（
注
（
1
6
）
参
照
）
が
、
時
間
の
制
約
上
、
必
ず
し
も
十
分
な
検
討
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
。
大
方
の
御
宥
恕
を
願
う
次
第
で
あ
る
。

〔
最
終
校
正
日
　
一
九
九
九
・
五
・
三
一
〕

ドイツ刑法典の「横領罪」に関する予備的一考察（伊藤）
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